
令和８年度 八匝水道企業団水質検査計画 

 

１．基本方針 

   八匝水道企業団（以下、「企業団」という。）では、皆様が安心して飲んでいただけ

る水道水を供給するため、適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給

していることをご理解いただくため、水道水の水質検査計画を作成し、その検査結果

を公表するものです。 

 

２．水道事業の概要 

   当企業団の水道事業の概要は、次のとおりです。 

  （１）給 水 区 域  匝瑳市・横芝光町の一部（栗山川東側） 

  （２）水    源  ※千葉県企業局用水供給部              

  （３）配水池の名称  八 日 市 場 配 水 池 匝瑳市生尾１０番地 

             八日市場第２配水池    〃 

             光 配 水 池 横芝光町傍示戸１０２９番地 

 

※旧九十九里地域水道企業団は令和8年 4月より千葉県企業局用水供給部となります。 

 

３．原水の水質状況 

   当企業団の原水は、千葉県企業局用水供給部から供給された浄水ですが、これは利

根川水系栗山川より取水した表流水を、水道法で定められた水質基準内に浄水処理し

たものです。 

   栗山川の水は、上流の生活排水等の影響を受け易い状況下であり、決して良好な水

源とはいえません。 

   時には、次のような問題が生じる場合があります。 

  （１）カビ臭の発生 

     ・春から夏にかけて水源の植物プランクトン等の異常発生により、カビの臭い

が感じられることがあります。 

  （２）トリハロメタン濃度の上昇 

     ・水中の有機物と消毒用の塩素が反応してトリハロメタンが生成されるもので、 

      水温が上昇する夏季にその濃度が高くなるときがあります。 

  （３）水源水質事故による影響 

     ・水源となる河川は、油等の流出事故で水質異常が発生するときがあります。 

 

  ※これらの問題の対策として、千葉県企業局用水供給部では、水源の状況に応じて適

切な浄水処理、水質検査を実施し水質管理を行っております。当企業団においても

給水栓末端まで水質基準に適合した水道水が供給できるよう、千葉県企業局用水供

給部からの原水水質の情報提供や本水質検査計画に基づき検査を実施することで

水質管理を行っていきます。 



 

 

４．水質検査を行う地点・項目・頻度 

   当企業団では、過去の結果を考慮して令和８年度水質検査を下表のとおり実施い 

  たします。 

  （１）水質検査 

     ①検査機関   ・ 千葉県企業局用水供給部 

             ・ 水道法第２０条第３項に規定する国土交通省大臣及び環

境省大臣の登録を受けた水質検査機関（以下、「法第２０

条登録機関」という。） 

     ②採水地点  水質基準（５２項目）検査及び定期検査 

            （１）匝瑳市飯塚３０９番地２ 

            （２）匝瑳市吉崎４８６１番地３ 

            （３）山武郡横芝光町木戸１０１５６番地 

            毎日検査 

            （１）匝瑳市吉崎地先 

            （２）匝瑳市大寺地先 

            （３）山武郡横芝光町木戸地先 

     ③水質検査項目と検査回数 

       水質検査項目、検査回数について、水道法に基づき「毎日検査項目」、「水

質基準項目」また水質管理上留意すべき「水質管理目標設定項目」について

以下のとおり実施致します。 

また水質基準項目において、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと

認められる場合で、過去３年間における検査の結果が全て基準値の 1/10 以

下の場合は、概ね３年に１回以上、1/5 以下の場合は、概ね１年に１回以上

まで検査回数を減ずることができる※項目もありますが、水質の監視、確認

のため、検査回数を減ずることなく実施致します。 

※水道法施行規則第15条第1項第3号ハ、水道法施行規則第15条第1項第4号に規定する検査の省

略は行いません 

     （ａ）細菌類は、月に１回の検査を行います。 

     （ｂ）重金属は、年４回の検査を行います。 

     （ｃ）亜硝酸態窒素は、月に１回の検査を行います。 

     （ｄ）硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は、月に１回の検査を行います。 

     （ｅ）シアン、フェノール等の毒物は、年４回の検査を行います。 

     （ｆ）揮発性有機物は、主に地下水で問題になることが多いのですが、年４回 

        の検査を行います。 

     （ｇ）臭素酸は、消毒用に次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため、年４回 

        の検査を行います。 

     （ｈ）消毒副生成物は、年４回の検査を行います。 

     （ｉ）アルミニウムは、浄水場で凝集剤にＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）を 



        使用していることから、年４回の検査を行います。 

     （ｊ）塩化物イオンは、月１回の検査を行います。 

     （ｋ）鉄・マンガン・硬度等については、月１回の検査を行います。 

     （ｌ）陰イオン及び非イオン界面活性剤は、年４回の検査を行います。 

      （ｍ）カビ臭の原因物質は、発臭時期を考慮し、年４回以上の検査を行います。 

     （ｎ）濁度・色度・ｐＨ等は、月１回の検査を行います。 

     （ｏ）ホウ素は、主に海水の淡水化施設で問題となる物質ですが、年４回の検

査を行います。 

     （ｐ）有機物（ＴＯＣ）及び蒸発残留物は、月１回の検査を行います。 

     （ｑ）フッ素・銅・ナトリウムは、年４回の検査を行います。 

       （ｒ）濁り・色・残留塩素濃度・ｐＨ・味・臭いについては、毎日検査を行い 

        ます。 

     （ｓ）ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタ

ン酸（ＰＦＯＡ）は、年４回の検査を行います。 

 

 水質検査予定表 

 項   目 検査機関 年12回 年４回 備考 

基１ 一般細菌 (共/20) ● ● (ａ) 

基２ 大腸菌 (共/20) ● ● (ａ) 

基３ カドミウム及びその化合物 (20)  ● (ｂ) 

基４ 水銀及びその化合物 (20)  ● (ｂ) 

基５ セレン及びその化合物 (20)  ● (ｂ) 

基６ 鉛及びその化合物 (20)  ● (ｂ) 

基７ ヒ素及びその化合物 (20)  ● (ｂ) 

基８ 六価クロム化合物 (20)  ● (ｂ) 

基９ 亜硝酸態窒素 (共/20) ● ● (ｃ) 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (20)  ● (ｅ) 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (共/20) ● ● (ｄ) 

基 12 フッ素及びその化合物 (20)  ● (ｑ) 

基 13 ホウ素及びその化合物 (20)  ● (ｏ) 

基 14 四塩化炭素 (20)  ● (ｆ) 

基 15 １，４－ジオキサン (20)  ● (ｆ) 

基 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

(20)  ● (ｆ) 

基 17 ジクロロメタン (20)  ● (ｆ) 

基 18 テトラクロロエチレン (20)  ● (ｆ) 

基 19 トリクロロエチレン (20)  ● (ｆ) 

基 20 

 

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (20)  ● (ｓ) 



基21 

 

ベンゼン (20)  ● (ｆ) 

基 22 

 

塩素酸 (20)  ● (ｈ) 

基 23 

 

クロロ酢酸 (20)  ● (ｈ) 

基 24 

 

クロロホルム (20)  ● (ｈ) 

基 25 

 

ジクロロ酢酸 (20)  ● (ｈ) 

基 26 

 

ジブロモクロロメタン (20)  ● (ｈ) 

基 27 

 

臭素酸 (20)  ● (ｇ) 

基 28 

 

総トリハロメタン (20)  ● (ｈ) 

基 29 

 

トリクロロ酢酸 (20)  ● (ｈ) 

基 30 

 

ブロモジクロロメタン (20)  ● (ｈ) 

基 31 

 

ブロモホルム (20)  ● (ｈ) 

基 32 

 

ホルムアルデヒド (20)  ● (ｈ) 

基 33 

 

亜鉛及びその化合物 (20)  ● (ｋ) 

基 34 

 

アルミニウム及びその化合物 (20)  ● (ｉ) 

基 35 

 

鉄及びその化合物 (共/20) ● ● (ｋ) 

基 36 

 

銅及びその化合物 (20)  ● (ｑ) 

基 37 

 

ナトリウム及びその化合物 (20)  ● (ｑ) 

基 38 

 

マンガン及びその化合物 (共/20) ● ● (ｋ) 

基 39 

 

塩化物イオン (共/20) ● ● (ｊ) 

基 40 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (共/20) ● ● (ｋ) 



 

基 41 

 

蒸発残留物 (共/20) ● ● (ｐ) 

基 42 

 

陰イオン界面活性剤 (20)  ● (ｌ) 

基 43 

 

ジェオスミン (20)  ● (ｍ) 

基 44 

 

２－メチルイソボルネオール (20)  ● (ｍ) 

基 45 

 

非イオン界面活性剤 (20)  ● (ｌ) 

基 46 

 

フェノール類 (20)  ● (ｅ) 

基 47 

 

有機物（全有機炭素(TOC)の量） (共/20) ● ● (ｐ) 

基 48 

 

ｐＨ値 (共/20) ● ● (ｎ) 

基 49 

 

味 (共/20) ● ● (ｎ) 

基 50 

 

臭気 (共/20) ● ● (ｎ) 

基 51 

 

色度 (共/20) ● ● (ｎ) 

基 52 

 

濁度 (共/20) ● ● (ｎ) 

目 16 残留塩素 (共/20) ● ● (ｎ) 

目 13 ジクロロアセトニトリル (20)  ● （ｈ） 

目 14 抱水クロラール (20)  ● （ｈ） 

 

  毎 日 検 査 項 目 検査機関 毎日 備考 

 残留塩素 自己 ● （ｒ） 

 ｐＨ値 〃 ● （ｒ） 

 色 〃 ● （ｒ） 

 濁り 〃 ● （ｒ） 

 味 〃 ● （ｒ） 

 臭い 〃 ● （ｒ） 

 

基○は水質基準項目（52項目）、目〇は管理目標設定項目の番号となります。 

 ※検査機関 （共）･･･千葉県企業局用水供給部との共同検査 



       （20）･･･法第２０条登録機関への委託 

 

  （２）臨時水質検査 

      当企業団が行う臨時水質検査は、千葉県企業局用水供給部及び法第２０条登

録機関にて、次の場合に実施します。 

      なお、検査項目は状況に応じて決定します。 

    （ａ）水源の水質事故により影響をうけたとき 

    （ｂ）浄水処理において異常が生じたとき 

    （ｃ）お客様の水道水に異常が生じたとき 

    （ｄ）その他、検査が必要と認められたとき 

     ※お客様の水道水に異常が生じた場合は、速やかに対応致しますので、当企業

団まで連絡をしてください。 

 

５．水質検査計画及び検査結果の公表 

   当企業団で作成した水質検査計画及び検査結果については、次のとおり皆様に公表 

  します。 

 （１）水質検査計画 

     水質検査の計画については、毎年度見直しを行い新年度分を作成し、ホームペ

ージに掲載します。 

 （２）水質検査結果 

     水質検査結果については、毎年６月までに前年度分の検査結果をホームページ

に掲載します。 

 

６．水質検査結果の評価 

   検査結果については水質基準と比較して検査毎に行い、基準を超えるおそれ、異常

がある場合には水質基準を満たす水質を確保するために必要な措置を講じます。 

 

7．その他 

   当企業団における水質検査は次のとおり実施しております。 

 （１）水質検査業務 

     水質検査業務は、千葉県企業局用水供給部との共同検査及び法第２０条登録機

関への委託をしています。 

共同検査は試料の採取、運搬を当企業団で行い、検査を千葉県企業局用水供給

部にて行っています。 

法第２０条登録機関への委託では試料の採取から運搬、検査すべてを委託して

行っています。委託先については水道ＧＬＰやＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５取得状

況等を選定条件としており、実施状況は検査の結果の根拠となる書類及び精度管

理の資料等により確認しております。 

 （２）水質検査結果 

     水質検査の結果に異常が認められた場合には、確認のため直ちに再検査を行う



こととしております。 

 （３）関係機関との連携 

     水質事故等が発生した場合は、千葉県総合企画部水政課や千葉県企業局用水供

給部に連絡し、迅速に情報を把握できる体制を整えております。 

 

 

 

 ※お客様の御意見がありましたら当企業団まで連絡ください。 

  八匝水道企業団 施設班 水質担当 

  ＴＥＬ  0479-73-3171 

  ＦＡＸ  0479-73-4774 

  Ｅ-mail  soumu@hasso-suidou.jp 


